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平成14（2002）年11月の母子及び寡婦福祉法の改正に基づき、国として母子家庭及び寡婦の

生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針を策定した（平成15年３月策定、平成16

年２月一部改正）。これを受けて、都道府県等においても母子及び寡婦自立促進計画を策定し

ているところである（平成16年12月末現在では13地方公共団体が策定済、平成16年度中に87地

方公共団体が策定予定）。これらに基づき、平成16（2004）年度においては、以下のような具

体策を展開している。

1 就業相談・就職支援

母子家庭の経済的な自立を図る上で、就業支援は極めて重要である。全国の公共職業安定所

を通じて、年間５万人以上の母子家庭の母が就職しているが、これに加えて、平成16（2004）

年度からは、母子家庭の母の就業支援も含めた総合的支援を行うため、母子自立支援員の大幅

増員、地域の拠点としての母子家庭等就業・自立支援センターの設置・活用などを進めている

ところである。

（1）母子自立支援員の配置

母子家庭の母等に対しては、離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、

相談等の支援を行うとともに、職業能力の向上や求職活動に関する支援を行うことが重要であ

る。このため、従来から都道府県に配置されていた母子相談員について、平成15（2003）年４

月に施行された改正母子及び寡婦福祉法により、母子相談員の名称を母子自立支援員に改める

とともに、配置が市及び福祉事務所設置町村にまで拡大され、業務についても職業能力の開発

の向上と求職活動に関する支援が追加された。これにより、母子自立支援員は、就業問題など

も含め母子家庭及び寡婦の抱えている問題を把握し、その解決に必要な助言及び情報提供を行

うなど、母子家庭の母の自立に向けた総合的な支援を行うことが期待されている。

さらに、母子自立支援員が十分にその役割を果たせるよう、全国研修会やブロックごとの研

修会を開催し、関連諸分野の専門家を講師として招くなどして、その資質の向上を図るととも

に、会議等を通じて適切な配置について依頼を行った。これにより、全国における母子自立支

援員の配置は、平成15（2003）年度には1,343名であったものが平成16（2004）年度には1,373

名と増加したところである（図表2－1－1）。

図表2-1-1　母子自立支援員の配置状況 

 
 

平成14年度 
 

平成15年度 
 

平成16年度 

常　勤 
 

368名 
 

381名 
 

422名 

非常勤 
 

842名 
 

962名 
 

951名 

計 
 

1,210名 
 

1,343名 
 

1,373名 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）各年度３月末現在。平成16（2004）年度については、平成16（2004）年12月末現在。 
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（2）母子家庭等就業・自立支援センター

①概要

母子家庭等就業・自立支援センターは、母子家庭の母に対する就業相談の実施、就業支援講

習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスを提供するため、平成15（2003）年

度より新たに創設された事業である。

実施主体は地方公共団体（都道府県、指定都市及び中核市）であり、国と地方公共団体が２

分の１ずつ費用を負担している。

また、本事業は、母子福祉団体、社会福祉協議会等に委託して実施することができることと

されている。

母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施状況は次のとおりである（図表2－1－2）。

平成16（2004）年度においては、全国80か所の自治体で母子家庭等就業・自立支援センター

事業が実施され、新潟県、富山県、愛知県、高知県、大分県においては、県、指定都市、中核

市による共同設置がなされるなど、地域の実情に応じ実施されている。

母子家庭等就業・自立支援センター事業における無料職業紹介の許可取得状況は平成16

（2004）年12月末までに全国で34か所となっており、事業主に対する各種助成金も活用した職

業紹介を実施している。

母子家庭等就業・自立支援センター事業については、平成15（2003）年度に比べ、その取組

みは大きく進展しており、都道府県、指定都市においては、おおむね母子家庭等就業・自立支

援センターが設置されたところである。しかしながら、中核市においては、母子家庭等就業・

自立支援センター設置自治体が60%となっており、今後、都道府県との共同設置化を図るなど、

地域の実情に応じた取組みを進める必要がある。

②就業相談、就業促進活動

母子家庭の母等の就業相談に応じ、家庭の状況、職業能力の適性、職業訓練の必要性等を踏

まえ、就業への意欲形成、事業を経営する上での問題等について適切な助言を行うとともに、

求人情報等を提供している。また、就業に係る巡回相談を行うとともに、地域の企業の母子家

庭の母に対する理解と協力を得つつ、求人を開拓する就業促進活動を行っている。

就業相談の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－3）。

図表2-1-2　母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施状況 

 
 

実施自治体数 
 
 

実施割合 

都道府県（47） 
 

47か所 
（39か所） 

 
100.0％ 
（83.0％） 

指定都市（13） 
 

12か所 
（8か所） 

 
92.3％ 

（61.5％） 

中核市（35） 
 

21か所 
（11か所） 

 
60.0％ 

（31.4％） 

合計（95） 
 

80か所 
（58か所） 

 
84.2％ 

（61.1％） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成17（2005）年２月現在のものである。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成16（2004）年１月現在のものである。 
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平成16（2004）年４月から12月において、就業相談件数は昨年度より約1.6倍増加しており、

就業実績も約1.8倍増加している。就業実績の内訳における常勤の構成割合は、平成16（2004）

年４月から12月が42.5％となっており、昨年度の33.3％より9.2ポイント上昇した。

③就業支援講習会等事業

母子家庭の母等については、就業経験がない者、専業主婦であった期間が長く再就職に不安

がある者、転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安を抱えている者、就業に際して必要な技

能の習得やよりよい仕事に就くためのキャリアアップを望む者、起業するためのノウハウの習

得を望む者など、様々なニーズが考えられる。

そこで、地域の様々なニーズに応じて、仕事に結びつく可能性の高い能力や資格を習得する

ための就業支援講習会を開催しており、その実施状況は次のとおりである（図表2－1－4）。

④就業情報提供事業

講習会修了者等の求職活動を支援するため、公共職業安定所等職業紹介機関と連携しつつ、

母子家庭等就業支援バンクを開設し、母子家庭の母等の希望する雇用条件等を登録し、希望に

応じた求人情報を登録された母子家庭の母等に適宜提供するとともに、インターネット等を活

用した情報提供、電子メールによる相談、企業等への雇用を促進するための啓発活動なども行

っている。

図表2-1-4　就業支援講習会の実施状況 

就業実績（延べ数） 

内　訳 総数 
 
 
 

618人 
（400人） 

常勤 
 

244人 
（99人） 

非常勤・パート 
 

341人 
（232人） 

自営業・その他
（不明含む） 

 
33人

 
（69人） 

受講者数（延べ数） 

総数 
 
 
 

15,275人 
（9,083人） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年４月から12月までの実績である。なお、平成15（2003）年度の実績は、受講 
（注）２．者数が15,504人、就業総数が757人となっている。 

図表2-1-3　就業相談の実施状況 

 
 
 

相談件数 
 
 
 
 

23,092件 
（9,435件） 

就業実績（延べ数） 

内　訳 総　数 
 
 
 

2,226人 
（765人） 

常勤 
 

947人 
（216人） 

非常勤・パート 
 

1,218人 
（535人） 

自営業・その他 
 

61人 
（14人） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年４月から12月までの実績である。なお、平成15（2003）年度の実績は、相談 
（注）２．件数が14,585件、就業総数が1,262人となっている。 
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就業情報提供事業の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－5）。

⑤特別相談事業

母子家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、養育費の取決めなど生活に密着した

様々な法律・経済的問題等について、弁護士等の専門家による相談事業を実施している。

特別相談事業の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－6）。

⑥母子家庭等就業・自立支援センター事業等への評価

母子家庭等就業・自立支援センターの活動により、就業に結びついたことが明らかなものは、

延べ4,335人（平成16年4月から12月までの就業相談事業、就業支援講習会等事業及び就業情報

提供事業の実績の計、地方公共団体把握分に限る。なお、平成15年同時期の実績は延べ1,484

人となっている。）である。

母子家庭等就業・自立支援センターの就業実績については、延べ310名の就業実績を挙げた

センターなど、延べ100名以上の実績を挙げるセンターがある反面、就業実績を挙げられてい

ないセンターもある。

母子家庭等就業・自立支援センター事業を始め、自立支援事業が制度として定着しつつある

一方で、地方公共団体の取組みについては精粗がみられる。就業支援について、地方公共団体

に一層積極的に取り組んでいただく必要があり、地方公共団体のインセンティブを高めるよう

努めていく。

図表2-1-6　特別相談事業の実施状況 

相　談　内　容 

相談延べ件数 

法律問題 
養育費 
（取決め） 

 
 

433件 
（299件） 

養育費 
（履行確保） 

 
 

198件 
（95件） 

子育て・ 
生活支援 
 
 

365件 
（189件） 

 
その他 
 
 

775件 
（138件） 

 
 

総　数 
 
 
 

3,197件 
（1,802件） 

経済的相談 
 

668件 
（526件） 

その他 
 

758件 
（555件） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年４月から12月までの実績である。なお、平成15（2003）年度の実績は、相談 
（注）１．延べ件数2,585件となっている。 

図表2-1-5　就業情報提供事業の実施状況 

情報提供者延べ人数 

就業実績（延べ数） 

内　訳 総　数 
 
 
 

1,491人 
（319人） 

　 
 
 
 

16,065人 
（2,888人） 

常勤 
 

633人 
（74人） 

非常勤・パート 
 

810人 
（235人） 

自営業・その他 
 

48人 
（10人） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年４月から12月までの実績である。なお、平成15（2003）年度の実績は、情報 
（注）１．提供延べ人数が7,256人、就業総数が653人となっている。 
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～セントレアのように羽ばたく愛知の母子家庭等就業・自立支援センター～
愛知県内の母子家庭は推計77,700世帯（全世帯に占める母子家庭の割合2.91％）である。

年間総収入額は200万円未満の割合が57.4％、平均年間総収入額222万円と、経済的に厳

しい状況が覗える（愛知県、平成15年度母子家庭・父子家庭及び寡婦実態調査、2003年）。

愛知県は母子家庭等就業・自立支援センター事業を、平成15（2003）年度から（財）

愛知県母子寡婦福祉連合会に委託して実施したが、平成16（2004）年度からは、名古屋

市、豊橋市、岡崎市及び豊田市と共同で、（財）愛知県母子寡婦福祉連合会へ委託実施し

ている。なお、経費はそれぞれの自治体の人口按分により負担している。

共同実施によるメリットは、①企業の求人情報を共有できること、②就業支援講習会

の開催に伴う事務は、共同実施が効率的であること、③母子家庭等にとって、県内の居

住地に関わらず、同じ支援サービスを受けることができること、④中核市にとって、就

業支援講習会の実施や、求人開拓を行う担当者の配置が、応分の経費負担により可能に

なること、などがある。

一方、共同実施の問題点は、就業支援講習会や法律相談の実施場所が、人口分布や交

通の利便性、会場等を考慮すると、大きな市に限定されてしまうことである。

なお、実施にあたっては、２～３か月に１回、各自治体担当者と受託者が、意見調整

等を行っている。

～北海道における母子家庭等就業・自立支援センター事業の取組み～
社会福祉法人函館市民生事業協会函館高砂母子ホームでは北海道の委託事業（北海道

新生プラン・政策68）として、母子及び父子等の就業支援を総合的に行うため、平成16

（2004）年7月1日に母子家庭等就業・自立支援センターを開設し、同時に無料職業紹介所

を併設した。

平成16（2004）年7月～平成17年2月現在の累積実績（延べ人数）は就業相談者が390人、

採用決定者数が29人、求職登録者が125人、求人登録企業は87社で145人、生活相談者は

183人（295件）である。

事業内容は就業相談・生活相談・ハローワークと連携した求人情報提供・独自の雇用

開拓・就職にかかわるセミナーの開催・養育費等に関する弁護士の無料法律相談・児童

相談所、ハローワーク、函館市、渡島支庁、母子生活支援施設、当センターによる合同

会議・巡回相談・ホームページによる就職情報提供等である。生活相談は就業相談員、

就業相談は就業促進員が対応している。

相談者は就業以前に離婚・養育・借金・貧困・DV等の生活課題を抱えており、就業支

援と同時にこれらの課題に対する相談支援が求められている。こうした支援は母子生活

支援施設が行ってきた自立支援のノウハウが活かされるものである。

母子家庭の母の就業支援に関する施策1
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（3）公共職業安定所における職業相談、職業指導

公共職業安定所においては、寡婦等職業相談員を配置するなど、母子家庭の母を含め、就職

を望む者に対し、きめ細かな職業相談及び職業紹介を実施し就職の促進を図っている。

母子家庭の母について、平成15（2003）年度の新規求職申込件数は132,594件（平成14年度

124,879件）、紹介件数は198,104件（同183,205件）、就職件数は52,145件（同46,334件）である

（図表2－1－7）。

2 職業能力開発

母子家庭の母については、婚姻中、離職していたことにより職業能力が低下していたり、就

業していても母子のみで自立した生活を確保するに足る収入を得るだけの職業能力に欠ける場

合も多い。このため、地方公共団体における自立支援施策の実施の推進を図るため、平成15

（2003）年度からは、従来の公共職業訓練に加えて母子家庭の母を対象に自立支援教育訓練給

付金、高等技能訓練促進費を創設し、実施している。

（1）自立支援教育訓練給付金

母子家庭の自立を促進するためには、母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援する

必要がある。

このため、平成15（2003）年度から新たに、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有してい

ない母子家庭の母が教育訓練講座を受講し、修了した場合、当該母子家庭の母に対し経費の

図表2-1-7　母子家庭の母の職業紹介状況 

資料：厚生労働省職業安定局調べ 
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40％（20万円を上限とする）を支給する自立支援教育訓練給付金事業を実施している。

実施主体は、地方公共団体（都道府県、市及び福祉事務所設置町村）であり、費用について

は、国が４分の３を負担し、地方公共団体が４分の１を負担している。

また、対象となる教育訓練講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座等の講

座となっている。

自立支援教育訓練給付金事業の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－8）。

図表2－1－8も示すように、自立支援教育訓練給付金事業については、事業開始初年度であ

る平成15（2003）年度と比較すると、平成16（2004）年度は実施割合も高くなっている。しか

し、事業未実施の地方公共団体が依然として多く、事業化されている地方公共団体においても、

制度の存在や対象講座の状況について周知が十分に行われていない状況にある。

このため、国は、母子家庭の母が自立支援教育訓練給付金事業をより積極的に活用できるよ

う、全国都道府県会議や母子福祉団体、教育訓練施設を通じた働きかけを行っている。

また、平成16（2004）年３月には、母子家庭の母に事業の内容が一層周知されるよう、児童

扶養手当の申請・相談受付時や児童扶養手当の現況届の用紙を母子家庭の母に送付する際に、

併せて、自立支援教育訓練給付金事業などの就労支援事業の内容等を母子家庭の母に周知して

いくよう、都道府県、市等に助言したところである。

なお、厚生労働省のホームページ上に、自立支援教育訓練給付金事業や母子家庭等就業・自

立支援センター事業の内容等を紹介している。

図表2-1-9　主な自立支援教育訓練給付金事業の実績 

事前相談件数 
 

4,491件 
（1,569件） 

受講開始者数 
 

2,212人 
（483人） 

受講修了者数 
 

1,252人 
（186人） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年度の実績である。 

図表2-1-8　自立支援教育訓練給付金事業の実施状況 

 
 

実施自治体数 
 
 

実施割合 

都道府県（47） 
 

45か所 
（35か所） 

 
95.7％ 

（74.5％） 

指定都市（13） 
 

7か所 
（1か所） 

 
53.8％ 
（7.7％） 

中核市（35） 
 

24か所 
（6か所） 

 
68.6％ 

（17.1％） 

一般市等（698） 
 

251か所 
（116か所） 

 
36.0％ 

（17.6％） 

合計（793） 
 

327か所 
（158か所） 

 
41.2％ 

（21.0％） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成17（2005）年２月現在のものである。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成16（2004）年１月現在のものである。 
（注）３．「一般市等」とは、市（指定都市及び中核市を除く。）、特別区及び福祉事務所設置町村のことである（以下同じ。）。 
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（2）高等技能訓練促進費

介護福祉士、保育士などの資格は、母子家庭の母の就職の促進に効果が高く、取得促進が求

められているが、他方、これらの資格の取得を目的とする養成機関においては、一定期間、昼

間に授業を受けることが多いため、生計の担い手でありその収入が途絶えると生活を維持する

ことが難しくなる母子家庭の母にとっては受講が難しい状況にある。

こうしたことから、母子家庭の母の受講期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を

提供するために、平成15（2003）年度から新たに、保育士等の養成機関で２年以上修業する場

合に一定期間（修業期間の最後の３分の１の期間（12か月を上限とする。））高等技能訓練促進

費（月額10万３千円）を支給する高等技能訓練促進費事業を実施している。

実施主体は地方公共団体（都道府県、市及び福祉事務所設置町村）であり、費用については、

国が４分の３を負担し、地方公共団体が４分の１を負担している。

高等技能訓練促進費事業の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－11）。

高等技能訓練促進費事業についても、自立支援教育訓練給付金事業と同様、平成15（2003）

年度に比べ、実施自治体が増加しており、その取組みは大きく進展しているところであるが、

一般市等における取組みが進んでいない状況にある。

高等技能訓練促進費を支給した母子家庭の人数は、平成15（2003）年４月から平成16（2004）

年12月までで、846人となっており、このうち国家資格を取得した者は359人となっており、取

得率は約42％となっている（図表2－1－12）。

図表2-1-11　高等技能訓練促進費事業の実施状況 

 
 

実施自治体数 
 
 

実施割合 

都道府県（47） 
 

37か所 
（29か所） 

 
78.7％ 

（61.7％） 

指定都市（13） 
 

5か所 
（1か所） 

 
38.5％ 
（7.7％） 

中核市（35） 
 

24か所 
（6か所） 

 
68.6％ 

（17.1％） 

一般市等（698） 
 

186か所 
（91か所） 

 
26.6％ 

（13.8％） 

合計（793） 
 

252か所 
（127か所） 

 
31.8％ 

（16.9％） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成17（2005）年２月現在のものである。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成16（2004）年１月現在のものである。 

図表2-1-10　自立支援教育訓練給付金事業による就業実績の状況 

常　勤 
 

162人 
（27人） 

 
 

522人 
（89人） 

非常勤・パート 
 

315人 
（57人） 

自営業・その他 
 

45人 
（5人） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成16（2004）年４月から12月までの実績である。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成15（2003）年度の実績である。 

総　数 
内　訳 
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また、就業実績については、就業に結びついた134人のうち、116人が常勤職員となっており、

その割合は約87%となっている（図表2－1－13）。

（3）公共職業訓練の実施

母子家庭の母等の就職を支援するため、訓練の受講を希望する者に対しては、無料で公共職

業訓練の受講についてあっせんすることとし、さらに、昭和52（1977）年度から雇用保険受給

資格者以外の母子家庭の母が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する場合に

は、雇用対策法に基づく訓練手当を支給（都道府県が支給し、国がその２分の１の額を負担）

してきたところである（平成15年度においては836人（平成14年度は807人）の母子家庭の母に

対して支給。厚生労働省職業能力開発局調べ）。

（4）保育士資格の取得

保育士資格については、近年、児童福祉法に基づく国家資格として位置づけられ（平成15年

11月29日施行）、この結果、保育士に対する社会的信用が高まり、保育士資格の取得を希望す

る者が増加する状況にある。

このような中、母子家庭等の就労を支援する観点から、平成15（2003）年度より、配偶者の

ない女子で現に児童を扶養しているもの又は配偶者のない女子として児童を扶養していたこと

のある者について

① 指定保育士養成施設において必修となっている保育実習について、家庭的保育事業（「特

別保育事業の実施について」（平成12年3月29日児発第247号各都道府県知事、政令指定都市

市長、中核市市長宛厚生省児童家庭局長通知）に規定する事業）に補助者として従事してい

る者又は従事したことのある者に対して、実習の一部を免除できる

② 保育士試験の受験資格に、家庭的保育事業に補助者として従事している又は従事した実務

経験を換算できることとし、高等学校等を卒業した者は２年、義務教育課程を卒業した者は

５年の従事経験があれば試験を受験できる

こととし、母子家庭の母等が保育士資格を取得しやすい環境を整えたところである。

図表2-1-13　高等技能訓練促進費事業による就業実績の状況 

常　勤 
 

116人 

 
 

134人 

非常勤・パート 
 

15人 

自営業・その他 
 
3人 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）数字は平成15（2003）年４月から平成16（2004）年12月までの実績である。 

総　数 
内　訳 

図表2-1-12　高等技能訓練促進費事業による資格取得者数 

事業対象者数 
 

846人 

資格取得者数 
 

359人 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）数字は平成15（2003）年４月から平成16（2004）年12月までの実績である。 
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3 雇用・就業機会の増大

母子家庭の母については、就業に当たって子育てと両立できることが求められる一方で、母

子のみで自立できる収入の確保が必要となることから、一般的に通常の求職者よりその就職条

件は難しい。このため、前述のような就職支援、能力開発支援に加えて、母子家庭の母の雇

用・就業機会の増大に資する方策として、特定求職者雇用開発助成金の活用や母子福祉団体等

への事業発注などを促しているところである。

（1）特定求職者雇用開発助成金

母子家庭の母等就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者を公共職業安

定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対

し、特定求職者雇用開発助成金（賃金相当額の４分の１（中小企業事業主は３分の１）を雇入

れ後６か月ごとに２回）を支給している。平成16（2004）年度は、母子家庭の母等を継続して

雇用する事業主に対して、22,050件（平成15年度20,267件）、約57億円（同53億円）を支給した。

（2）常用雇用転換奨励金

母子家庭の母は、生計の担い手であり、就労意欲が高く、安定した仕事に就くことを望んで

いるが、一方、仕事の経験が乏しいことから、技能習得が不十分であったり、子どもの養育等

のために就ける仕事に制限があるなど、よりよい仕事が得にくい状況にある。

こうしたことから、平成15（2003）年度から新たに、母子家庭の母と短期間の有期雇用契約

を結び、必要な研修・訓練を実施した後、常用雇用（雇用期間の定めのない雇用契約）に移行

し、６か月以上継続して雇用した場合には、事業主に対し、奨励金（母子家庭の母１人当たり

30万円）を支給する常用雇用転換奨励金事業を実施している。

実施主体は地方公共団体（都道府県、市及び福祉事務所設置町村）であり、費用については、

国が４分の３を負担し、地方公共団体が４分の１を負担している。

常用雇用転換奨励金事業の実施状況は、次のとおりである（図表2－1－14）。

常用雇用転換奨励金事業への取組みについては、平成15（2003）年に比べ進展しているもの

の、自立支援教育訓練給付金などの給付金事業に比べ、実施自治体数が少なく、今後一層の取

組みの推進が望まれる。

図表2-1-14　常用雇用転換奨励金事業の実施状況 

 
 

実施自治体数 
 
 

実施割合 

都道府県（47） 
 

29か所 
（19か所） 

 
61.7％ 

（40.4％） 

指定都市（13） 
 

3か所 
（1か所） 

 
23.1％ 
（7.7％） 

中核市（35） 
 

11か所 
（2か所） 

 
31.4％ 
（5.7％） 

一般市等（698） 
 

125か所 
（56か所） 

 
17.9％ 
（8.5％） 

合計（793） 
 

168か所 
（78か所） 

 
21.2％ 

（10.4％） 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）１．上段の数字は、平成17（2005）年２月現在のものである。 
（注）２．下段（　）内の数字は、平成16（2004）年１月現在のものである。 
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また、本事業の利用状況であるが、母子家庭の母と短期間の有期雇用契約を結んだ事業主に

よるOJT計画書の提出件数は、平成15（2003）年４月から平成16（2004）年12月までで31件と

なっており、そのうち常用雇用に転換された者の人数は22人となっている（図表2－1－15）。

（3）トライアル雇用奨励金

母子家庭の母等は、子どもの養育との両立のため求職活動が制限されてしまうこと、未就職

期間が長いため就労能力への不安を有すること等により就職が困難な状況にある。このため、

母子家庭の母等がその家庭環境、適性・能力にふさわしい職業に就くことができるよう、国は、

求人者と求職者が相互に理解を深めるための試行雇用（トライアル雇用）制度（月額５万円

（最大３か月）を事業主に支給）を母子家庭の母等に対しても実施し、早期就職の促進を図っ

ている。平成16（2004）年度の母子家庭の母等のトライアル雇用開始者は、251人（平成15年

度175人）となっている。

（4）たばこ事業法の許可基準の特例

製造たばこの小売販売業の許可にあたっては、母子及び寡婦福祉法第26条及び第34条に基づ

き、同法第６条第３項に規定する寡婦若しくは同条第６項に規定する配偶者のない女子で現に

児童を扶養しているものに該当する者については、許可基準の特例として、大蔵省告示（平成

10年大蔵省告示第74号）２（１）に基づいて、同告示１の距離基準（図表2－1－16）を緩和し

た距離（距離基準に100分の80を乗じて得た距離）を適用しているところであり、平成15（2003）

年度において、本特例を適用して62件の新規許可を行った。

なお、平成11（1999）年度以降、本特例を適用した新規許可の推移は、図表2－1－17のとお

りである。
図表2-1-16　通常の距離基準（平成10年大蔵省告示第74号） 

環境区分 
地域区分 
 
指定都市 
 
市制施行地 
 
町村制施行地 

繁華街 
（Ａ） 
 
25 
 
50 
 
－ 

繁華街 
（Ｂ） 
 
50 
 
100 
 
－ 

市街地 
 
 
100 
 
150 
 
150

住宅地 
（Ａ） 
 
200 
 
200 
 
200

住宅地 
（Ｂ） 
 
300 
 
300 
 
300

（注）母子及び寡婦に対する特例は、上記距離に100分の80を乗じた距離を適用する。 

（単位：m） 

図表2-1-15　常用雇用転換奨励金事業の実績 

ＯＪＴ計画書提出件数 
 

31件 

常用雇用転換者数 
 

22人 

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ 
（注）数字は平成15（2003）年４月から平成16（2004）年12月までの実績である。 
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（5）母子福祉団体等への事業発注の推進

母子家庭の母の就業機会の増大を図るためには、母子福祉団体等母子家庭の母の福祉の増進

を主たる目的とする団体の受注機会を増大させることも有効である。

このため、国においても、地方公共団体に対し、母子家庭施策担当者の全国会議等を通じて、

母子福祉団体等の事業受注の機会の増大が図られるよう配慮するという、母子家庭の母の就業

の支援に関する特別措置法の趣旨について周知を図ったところである。

母子福祉団体等への事業発注については、平成16（2004）年４月から平成16（2004）年12月

までの期間内に、清掃業務の委託が14地方公共団体（平成15年同期は９地方公共団体）、売店

等物品販売が20地方公共団体（同14地方公共団体））、自動販売機の設置が35地方公共団体（同

34地方公共団体）で、それぞれ発注されている。

また、55地方公共団体において、「母子家庭等就業・自立支援センター事業」が母子福祉団

体へ委託されている（平成15年度は35地方公共団体）。

～足利市母子寡婦福祉連合会の取組み～
会員数851人の栃木県足利市母子寡婦福祉連合会では、県母子家庭等就業支援センター

や市と連携を密にしながら母子家庭の就業支援を行っている。

県母子家庭等就業支援センターとは、母子家庭等の就業相談、職業訓練、情報提供な

どについて連携を密にし、情報提供を行うとともに、当連合会の機関誌やお知らせ版な

どにより会員等に情報の提供を行っている。また、市においても母子自立支援員がハロ

ーワークや県母子家庭等就業支援センターと連携し、当連合会と協調しながら母子家庭

の自立支援に取り組んでいる。

雇用促進面では、市が設置する斎場や老人福祉センターなど５か所に当連合会で売店

を開設、運営し、母子家庭の母等を雇用している。人手が足りないときなどには自営業

や勤務が休みの当連合会の会員が臨時的に就業することもある。また、市の学校給食調

理場や保育所の調理員には、母子家庭の母等が優先的に雇用されているが、さらに雇用

を促進するために昨年２月の厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の通知を受け、母子家

庭の母の雇用を一層積極的に行うよう依頼している。

就業する環境の支援では、安心して働けるよう母子家庭等日常生活支援事業を積極的

に活用し、市内各地区のブロックごとに若年・寡婦５～６名がチームを組み、子育て支

援・生活支援に取り組んでいる。また幼児・学童等を抱えている父子家庭の生活支援も

実施し、子どもの健全育成に繋がるよう活動している。

なお、高久冨美会長の理想であった母子家庭等を「福祉の受け手から福祉の担い手へ」

図表2-1-17　母子及び寡婦に対する特例を適用した新規許可状況 

 
 

許可件数 

平成15年度 
 

62件 

平成11年度 
 

92件 

平成12年度 
 

78件 

平成13年度 
 

78件 

平成14年度 
 

65件 

資料：財務省理財局調べ 
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という意識を会員に普及させ、自立した母子家庭等には奉仕活動にも目を向けさせ、各

種募金活動や福祉施設への奉仕、福祉イベントでの模擬店益金の寄付など、その活動は

広範囲にわたり、奉仕活動は当連合会活動の大きなウエイトを占めている。

（6）特定事業推進モデル事業

母子家庭の自立を促進するためには、母子家庭の置かれた状況の特殊性を考慮した新たな就

業支援施策の構築を推進する必要がある。

このため、平成15（2003）年度から新たに、母子家庭の新たな就業の機会を創出するなど、

地域の実情に応じた先駆的な事業をモデル的に実施し評価検討を行った上、推奨すべき事例と

認められた場合には全国的な普及展開を図る特定事業推進モデル事業を実施している。

実施主体は地方公共団体（都道府県及び市町村）であり、費用については、国と地方公共団

体が２分の１ずつ負担している。

平成16（2004）年度においては、松山市（愛媛県）がNPO法人あごらに委託してITホーム

オフィスビジネスモデル事業を実施した。本事業は、インターネット網を活用した在宅就労の

社会システム構築のために、実証実験を行い、様々な角度から考察することで母子家庭の母の

雇用機会の創出を目指した事業である。実証実験にあたっては、松山市の母子家庭の母からモ

ニターを公募し、在宅就労及びコミュニティオフィスでの就労等の実証実験を行いながら、ワ

ーカー（労働者）にとって将来どのような課題や弊害が発生し、どのように対応していくべき

かを考察しながら、新たな在宅就労のビジネスモデルの確立を目指したものである。

また、新たに太田市（群馬県）が「おおたITビジネスモデル事業」を開始した。本事業で

は、太田市が独自に設置した太田市就職支援センター（ヤング・アタックおおた）の職員にも

アドバイザーとして加わってもらい、母子家庭の母が家庭においてデータ入力システム等を使

って大量の文書・数値・図面・地図などのデータの電子化作業を行うためのブロードバンドを

使ったデータの送信及び管理を行う新しい仕組みを構築することにより、そこに新たな就労機

会を創出し、母親の経済的な自立と生活への希望を与えるとともに、今後の継続的な運用が可

能な仕組み作りを行うことを目的とした事業である。




